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Ⅰ 東久留米市デジタル田園都市国家構想
総合戦略の策定

Raise the level!



Ⅰ 東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略の策定について

1

１ 策定の背景

国においては、出生率の低下によって引き起こされる人
口減少に歯止めをかけ、それぞれの地域で住みよい環境を
確保し、将来にわたって活力ある日本を維持することを目
的とした「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、平成２
６年（２０１４年）１２月に、第１期（平成２７年度から
令和元年度まで）の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
を策定しました。

令和元年（２０１９年）１２月には、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．
０の実現に向けた技術の活用、地方創生ＳＤＧｓの実現な
どの新たな視点を加えた第２期（令和２年度から令和６年
度まで）の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し
ました。

そして国は、「全国どこでも誰もが便利で 快適に暮ら
せる社会」を目指す「デジタル田園都市国家構想」（以下
「本国家構想」という。）の実現に向けて、デジタルトラ
ンスフォーメーション（Digital Transformation）（以下
「ＤＸ」という。）、グリーントランスフォーメーション
（Green Transformation） （以下「ＧＸ」という。）な
どの進展を背景に、令和４年（２０２２年）１２月に「デ
ジタル田園都市国家構想総合戦略」を閣議決定しました。

※ＤＸ：ＩＣＴ等技術の浸透が人々の生活をあらゆる面で
より良い方向に変化させること

※ＧＸ：脱炭素化を推進し化石エネルギー中心の産業構
造・社会構造をクリーンエネルギー中心へと転換
を促すこと

＜ 国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」 ＞
「地方に仕事をつくる」、「人の流れをつくる」、「結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる」、「魅力的な
地域をつくる」といった地方の社会課題を、デジタルの力を活用して解決すべく、その取り組みを加速化・深化す
ることを施策の方向として位置づけています。
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２ 策定の趣旨

本市においても、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、平成２７年（２０１５年）に「東久留米市
まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定後、令和３年３月版として改定し、取り組みを進めてきました。

国は、ＤＸ・ＧＸなどの進展により、地域社会の持続可能性やウェルビーイング（ＷｅｌｌーＢｅｉｎｇ）の向上
などを通じて、デジタル化の恩恵を市民や事業者が享受できる社会、いわば「全国どこでも誰もが便利で 快適に暮ら
せる社会」を目指しています。

地方においてもそのような社会を目指し、地域の個性や魅力を生かした地域ビジョン（地域が目指すべき理想像）
を再構築したうえで、これまでの「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を改訂し、そのビジョンの実現に必要な取り
組みを実施することが期待されています。

※ウェルビーイング（ＷｅｌｌーＢｅｉｎｇ）：肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、満たされた状態に
あること

このことから、本市においても、新たなビジョンの実現に向けた「東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦
略」（以下、「総合戦略」という。）を策定します。

Ⅰ 東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略の策定について
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３ 計画期間

計画期間は、令和５年度（２０２３年度）から令和９年度（２０２７年度）までの５年間とします。
ただし、計画期間内においても、社会状況や国の動向、本市の財政状況の変化、施策の取り組みの進捗状況など、

必要に応じて見直しを行います。

４ 施策の進捗管理・推進体制

◆「総合戦略」の策定にあたっては、目指すまちの姿を達成するための柱となる目標に重要業績評価指標（ＫＰＩ）
を設定します。

◆ 「総合戦略」に掲げた施策を着実に実施し、目標を達成していくために、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を
行います。ＰＤＣＡサイクルの期間は、原則、1年間とします。

◆客観性・透明性を確保するため「総合戦略」の策定に引き続き、外部有識者等による検証機関を設置し、検証機関
は目標に係る重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成度を検証し、必要に応じて、総合戦略の見直しの提言を行います。
市は、検証機関による提言等をふまえて施策を見直すとともに、必要に応じて「総合戦略」を改訂します。

Ⅰ 東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略の策定について
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５ 東久留米市第５次長期総合計画と東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略の関係

東久留米市第５次長期総合計画（以下「第５次長期総合計画」という。 ）は、令和３年度
（２０２１年度）から令和１２年度（２０３０年度）を計画期間として、「まちの将来像」に
「みんないきいき 活力あふれる 湧水のまち 東久留米」を掲げ、実現するための「基本目
標」を定め、その「基本目標」を達成するための施策の大綱として「基本的な施策」を示してい
ます。

Ⅰ 東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略の策定について

本市は、「第５次長期総合計画」を踏まえ、都心部に近い住宅地でありな
がらも、水や緑と土が織りなす風景のなかで、未来に希望をもって一人ひと
りがいきいきと暮らし、人々が行き交い、まちが潤い、魅力あふれるまちを
目指し、取り組みを進めています。

市民がいきいきと暮らすためには、安心・安全に生活できる環境の整備が不可欠であることから、
「総合戦略」では、「第５次長期総合計画」との整合を図りつつ、そのなかから、ＤＸ、ＧＸの推進
を基軸とした取り組みに重点を置いて、「あんしんして暮らせるまち」を目指します。



Ⅱ 人口ビジョン

Raise the level!



１ 東久留米市人口ビジョンについて

◆「東久留米市人口ビジョン」は、今後取り組むべき政策の方向性を明らかにするため、それらを検討する上
で重要となるこれまでの人口動態や現状の課題、将来の推計人口を踏まえ、「東久留米市まち・ひと・しご
と創生総合戦略（平成２８年３月版）」策定と併せて、平成２７年（２０１５年）１０月に策定しました。
その後、「東久留米市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和３年３月版）」のなかで改訂しています。

◆「第５次長期総合計画」及び人口ビジョン（令和３年３月版）では、２０５０年代まで人口１０万人を維
持することを展望しています。

◆人口ビジョン（令和３年３月版）では令和２年（２０２０年）の人口を116,643人と展望しましたが、令和
２年（２０２０年） １月１日の実際の人口が116,916人であったことから、実際の人口が人口推計を上回っ
ています。
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Ⅱ 人口ビジョン



２ 東久留米市の人口動向分析

（１）人口の推移

◆本市の総人口は、平成２８年（２０１６年）の117,128人を
ピークに、令和２年（２０２０年）は116,916人、令和５年
（２０２３年）は116,839人と、人口は減少しているものの
非常に緩やかであり、ほぼ横ばいで推移しています。

◆国立社会保障・人口動態研究所（以下「社人研」とい
う。）が平成２７年（２０１５年）国勢調査を基に平成３
０年（２０１８年）に公表した地域別将来人口推計でも、
緩やかな人口減少が示されており、今後も減少傾向が続く
と予想されます。

◆ただし、社人研による令和２年（２０２０年）の人口推計
115,764人に対して、令和２年１月１日の実際の人口が
116,916人であったことから、実際の人口が社人研の人口推
計を上回っており、右のグラフより緩やかに減少すると推
測されます。
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Ⅱ 人口ビジョン



２ 東久留米市の人口動向分析

（２）年齢区分別人口の推移

◆人口を、年少人口（１５歳未満）、生産年齢人口（１５～６４歳）、高齢人口（６５～７４歳及び７５歳以上）
の年齢区分別に分けた推移によると、年少人口・生産年齢人口ともに減少が続く一方で、高齢人口、とりわけ
７５歳以上の人口増加が見込まれます。
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◆総人口に対する年齢区分別の人口割合
について、令和５年（２０２３年）と
令和２７年（２０４５年）を比較すると、

・年少人口は約１割を維持
・生産年齢人口は約６割から約５割へ減
・高齢人口は３割に届かない程度から約
４割を占める

上記の見込みであり、総人口が減少する
なかで少子高齢化が一層進むことが予想
されます。

Ⅱ 人口ビジョン



２ 東久留米市の人口動向分析

（３）自然増減・社会増減の推移

◆人口の増減は、出生数から死亡数を差し引いた「自然増減」と転入数から転出数を差し引いた「社会増減」により
起こります。

8

Ⅱ 人口ビジョン

◆自然増減の推移によると、平成２３年（２０１１年）
からは死亡数が出生数を上回り、それ以降は、急速に
自然減の一途をたどっています。

◆社会増減の推移によると、転出入とも平成２３年（２０
１１年）までは徐々に減少していますが、それ以降は、
ほぼ横ばいで推移し、平成２９年（２０１７年）からは
転入数が転出数を上回っており、社会増が続いています。



Ⅱ 人口ビジョン

２ 東久留米市の人口動向分析

（４）合計特殊出生率の推移

◆本市の合計特殊出生率は、東京都の合計特殊出生率よりは高く、全国の水準よりは下回っています。

◆平成２５年（２０１３年）以降は、1.30以上で推移していましたが、令和２年（２０２０年）以降には1.23
と急激に低下しています。

9



Ⅱ 人口ビジョン

２ 東久留米市の人口動向分析

（５）転入・転出の状況
① 若者・子育て世代の人口増減数及び転入超過数

◆令和３年（２０２１年）から令和５年（２０２３年）までの各年における、５歳ごとに区分された０歳から
４９歳の若者・子育て世代の対前年人口増減数によると、５歳から１４歳のこどもの人口は増加する傾向が
ある一方で、１５歳から２９歳のこどもや若者、３０歳代・４０歳代の子育て世代は年々減少しています。

10



Ⅱ 人口ビジョン

２ 東久留米市の人口動向分析

（５）転入・転出の状況
① 若者・子育て世代の人口増減数及び転入超過数

◆令和３年（２０２１年）から令和５年（２０２３年）までの各年における、５歳ごとに区分された０歳から４９歳の若
者・子育て世代の転入超過数（転入者数から転出者数を差し引いた数）によると、２０歳代を除いたすべての年代におい
て、転入超過となっています。特に、０歳から４歳のこども及び３０歳代の子育て世代の転入者数の多さが顕著です。
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◆２０歳から２４歳は
進学や就職等による
転出が増加する一方
で、２５歳以上では
人口の復元が見られ
結婚、出産、住宅購
入、こどもの進学等
によるものと推測さ
れます。

◆０歳から４９歳のうち２０歳代を除いた
すべての年代において、転入超過が続い
ているにも関わらず、対前年人口増減数
ではマイナスの値が多いのは、こどもや
若者、子育て世代は年齢が下がるにつれ
てその年齢の人口が少なくなることを示
しています。

例えば３５歳～３９歳をみると、２０２１
年の転入超過は１５６人、 ２０２２年の
転入超過は９９人である一方、２０２２年
の対前年人口は－１４４人、２０２３年の
対前年人口は－７９人であり、転入超過が
続いても人口は増加していません。



Ⅱ 人口ビジョン

２ 東久留米市の人口動向分析

（５）転入・転出の状況
② 平成２７年（２０１５年）から令和２年（２０２０年）における主な転入元・転出先

12

◆転入元・転出先どちらも、
上位は、市区単位では東京都多摩
北部地域の近隣市や練馬区、埼玉
県新座市であり、県単位では埼玉
県、神奈川県、千葉県といった隣
接する県となっています。



Ⅱ 人口ビジョン

３ 将来展望に必要な調査・分析

（１） 市民アンケート
本市では、「第５次長期総合計画」におけるまちづくりの成果や実績等を把握することを目的に、毎年、
市民アンケートを実施しています。
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① 居住年数

市民アンケートに回答した市民のうち「２
０年以上」居住する割合は、都内他市と比
較して本市は高くなっており、長年居住し
ている市民が比較的多いことが推測されま
す。



Ⅱ 人口ビジョン

３ 将来展望に必要な調査・分析

（１） 市民アンケート
② 今後も市に住みつづけたい

14

◆居住年数別では、「生まれてからずっと」本市に居住している
市民を除いて、転入した市民は、本市に長く居住するほど今後
も住みつづけたいと思う傾向があります。

◆年齢別では、どの年代も８割以上の市民が今後も本市
に住みつづけたいと思っている結果となっています。

「６５～６９歳」が、その割合が最も高いです。

◆令和４年度（２０２２年度）市民アンケートの自由意見に寄せ
られた「自然が豊かで都心に程良い距離」「水がきれい」「野
菜の直売所がたくさんある」「静かで美しい街」といったとこ
ろが住みつづけたいと思ってもらえる理由と推測しています。



Ⅱ 人口ビジョン

４ 人口の将来展望

（１）目指すべき将来の方向

15

◆本市の人口ビジョン（令和３
年３月版）では、合計特殊出
生率を令和７年（２０２５
年）までに1.60、令和１２年
（２０３０年）までに1.80ま
で上昇させることを目指して
います。

◆値は全国的に下がり続けており、
これらの目標値を達成すること
は難しいと推測されます。

※令和３年（２０２１年）時点
での本市の合計特殊出生率は
1.23

◆一方、人口ビジョン（令和３年３月版）
では、０歳から４９歳のこどもや若者・
子育て世代における毎年８０人の転入数
追加を目指しています。

◆ 「２ 東久留米市の人口動向分析
（５）転入・転出の状況」で示した「若
者・子育て世代転入超過数」グラフによ
ると、令和３年（２０２１年）は令和２
年（２０２０年）と比較して０歳から４
９歳の転入者数が１１６人減少、令和４
年（２０２２年）は令和３年（２０２１
年）と比較して９８人減少しています。

◆こどもや若者・子育て世代において、
転入超過が続いているものの、転入者数
を前年と比較して増加させることはでき
ていません。

これらのことを踏まえ、人口
ビジョン（令和３年３月版）
で目指す「２０５０年代まで
人口１０万人維持」を達成す
るためには、こどもや若者・
子育て世代の転入者数の増加
を、より一層加速させるよう
取り組みを進める必要があり
ます。



４ 人口の将来展望

（２）人口推計と将来展望

◆「総合戦略」の策定にあたり、人口ビジョン（令和３年３月版）において市の目標人口を算出した際の条件（※）は
そのままに、基準年を令和２年（２０２０年）として改めて人口推計を実施しました。

Ⅱ 人口ビジョン
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◆令和５年（２０２３年）１月１日時点の実際の人口は
116,839人であることから、基準年を平成３０年（２０１
８年）として人口推計を定めた「第５次長期総合計画」及
び人口ビジョン（令和３年３月版）において予測したそれ
ぞれの将来展望人口を、実際の人口が上回っています。

◆「第５次長期総合計画」の将来展望のとおり、２０５０年
代までに人口１０万人を維持すべく、あらゆる世代に選ん
でもらえる・次世代にわたって住み続けたいと思ってもら
えるまちを目指し、社会動向を的確に捉えつつ、地域の特
性や世代ごとのライフスタイル等に応じた取り組みを推進
することにより、人口減少の進行を出来る限り緩やかなも
のとしていきます。

・合計特殊出生率を２０２５年までで1.60、２０３０年以降は
1.80を維持

・若者・子育て世代（０歳から４９歳）において、２０６０年ま
でに社人研準拠推計の移動数に3,600人の転入者を追加



Ⅲ 基本的な施策の方向

Raise the level!
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Ⅲ 基本的な施策の方向

地域の魅力向上

本市は、都心部に近い位置にありながら
も多くの自然が残され、加えて交通の便
が良く、生活環境が充実しています。
自然との調和、融和が図られた質の高い
住環境が形成されている本市の最大の魅
力は、「住みやすさ」です。

こうした本市の強みや特色を生かし、こ
どもたちから中間世代、高齢世代まで、
世代を超えて誰もが住み続けたいと実感
してもらえるまちへと更に進化させてい
く取り組みが必要です。

人口減少

高度経済成長期の人口・産業の大都市集中
化を受けて、市内各所に大規模団地が建設
され、本格的な人口急増がはじまり、都市
圏における住宅都市として発展してきまし
たが、我が国で起きている深刻な社会問題
である少子高齢化による人口減少が見込ま
れています。
これに対して歯止めをかける取り組みを進
めるとともに、こどもや子育て世代などの
若年層に住んでもらえるよう、取り組みが
必要です。
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Ⅲ 基本的な施策の方向

デジタル化の進展

経済発展が進むなか、人々の生活は便利で豊かになり、
エネルギーや食料の需要が増加し、寿命の延伸が達成
され、高齢化が進んでいる反面、解決すべき社会的課
題は複雑化してきています。

その一方で、ＩｏＴ（Internet of Things）、ロボッ
ト、人工知能（ＡＩ)、ビッグデータといった社会の在
り方に影響を及ぼす新たな技術の進展が進んできてい
ます。国は、これら先端技術をあらゆる産業や社会生
活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立し
ていく新たな社会であるＳｏｃｉｅｔｙ５．０の実現
を目指しています。

本市においては、「人にやさしいデジタル化の推進」
に向けて「お手間を取らせない市役所」を目指し、

「東久留米市ＤＸ推進方針」及び、「『お手間を取
らせない市役所』の実現に向けた行政手続のオンラ
イン化・ＢＰＲ（業務改革）庁内向けガイドライ
ン」を策定しました。

これらの方針のもと、これまでの仕事のやり方・仕
組み・プロセスを、全庁で積極的に見直すとともに、
デジタル化を推進して行政手続きのオンライン化及
び簡素化を進め、市民の利便性の向上、業務の効率
化による行政サービスの質の向上を目指します。い
ずれは、市役所は必要な相談支援等に注力していく
とともに、市職員のフレキシブルワーク実現につな
げていきます。

※フレキシブルワーク：働く時間、働く場所、休暇
の自由度を高めた働き方のこと。
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Ⅲ 基本的な施策の方向

働き方や暮らし方に対する意識の変化

デジタル化の進展に伴うテレワークの普及や様々なサービス等のオンライン化を背景に、働き方や暮らし方に
対する意識に変化が生じており、こうした変化は、地方創生の契機とも捉えられています。

また、こどもを育てながら働きたい女性の増加や女性の経済的自立に向けて、子育てをしながら働きやすい環
境整備、固定的性別役割分担意識や男女間賃金格差の解消など、女性活躍に資する取り組みにより、女性に選
ばれる地域づくりを進めていくことが重要です。

一方で、地域コミュニティについては、希薄化が進んでいますが、子育て支援や高齢者の見守り、災害時にお
ける共助など、地域コミュニティの役割が更に重要となるなかで、顔の見えるつながりづくりを図る取り組み
が必要です。
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Ⅲ 基本的な施策の方向

持続可能な開発目標

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）
（以下「ＳＤＧｓ」という。）は、令和１２年（２０３
０年）を年限とする国際目標であり、誰一人取り残さな
い、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向け
て、１７のゴール（目標）が設定されています。

国は、「ＳＤＧｓ実施指針」のなかで、日本の持続可能
性は世界の持続可能性と密接不可分であることを前提と
し、誰一人取り残されることのない持続可能な世界に変
革することを目指すこと、そして、ＳＤＧｓは「経済･社
会･環境」の三側面を含むものであり、これらの相互関連
性を意識して取り組みを推進することを掲げています。

こうしたＳＤＧｓの理念に沿ってＤＸ・ＧＸを推進する
ことで、本市の政策全体の最適化や地域課題解決の加速
化という相乗効果が期待でき、地方創生の取り組みの一
層の充実につながります。

脱炭素社会の実現

国は、２０５０年までに温室効果ガスの排出を
全体としてゼロにする２０５０年カーボン
ニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこと
とされています。

本市は、令和５年（２０２３年）３月に「東久
留米市ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、
我々が生まれ住むこの環境を次の世代にも引き
継げるよう、様々な施策を推進して、市民・事
業者・行政が一体となって「２０５０年ゼロ
カーボン社会の実現」を目指しています。地域
脱炭素の取り組みを市内全域へと展開し、地域
課題の解決や地域経済の活性化につなげていく
必要があります。
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Ⅲ 基本的な施策の方向

安全安心への意識の高まり

地球温暖化に伴って台風や集中豪雨等による災害が激甚化・頻発化しており、市民の安全、安心に対する
意識は高まりつつあります。地域防災力の向上は、安全で安心して暮らせるまちの基盤となるものであり、
消防団や自主防災組織等への支援、女性の視点を生かした避難所運営体制の充実などに取り組みつつ、本
庁舎をはじめとした公共施設での太陽光発電設備、蓄電池の設置による非常用電源確保などの防災・減災
の対策に取り組む必要があります。

また、デジタル化の進展に伴う電子商取引の拡大や特殊詐欺の巧妙化などを背景に高齢者への対策も必要
です。若年層での消費生活トラブル増加などが懸念されるなかで、消費者の安全安心の確保への対応が求
められています。
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Ⅲ 基本的な施策の方向

誰もが自分らしく活躍できる社会へ

人口減少が進む一方で、１００歳まで生きることが当たり前となる「人生１００年時代」が到来しつつある
なか、この長寿化をチャンスにする考え方もあります。最先端のデジタル技術を駆使して経済や労働の生産
性を向上させ、また、若者から高齢者まで多様な人材を活用することで、世代に関わらず、誰もが自分らし
く活躍できる社会を目指す取り組みが必要です。

特に、未来を担うこどもは地域活性化の中心であることから、こどもが幼年・若年期を健やかに過ごし、
「人生１００年時代」に向けてウェルビーイング（ＷｅｌｌーBｅｉｎｇ）の基盤を形成できるよう、こど
もへの投資が非常に重要と考えています。
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Ⅲ 基本的な施策の方向

２ 基本的な施策の方向

（１）目指すまちの姿 ～地域が目指すべき理想像～

◆本市は、「第５次長期総合計画」に掲げるまちの将来像「みんないきいき 活力あふれる 湧水のまち 東久留
米」を掲げ、都心部に近い住宅地でありながらも、水や緑と土が織りなす風景のなかで、未来に希望をもって一
人ひとりがいきいきと暮らし、人々が行き交い、まちが潤い、魅力あふれるまちを目指し、その取り組みを進め
ています。

◆市民がいきいきと暮らすためには、安心・安全に生活できる環境の整備が不可欠であることから、地域の利便性、
安全性が向上し、市民のＷｅｌｌーBｅｉｎｇが向上したまち＝「あんしんして暮らせるまち」を目指すまち姿と
します。

（２）市政における重点事項・施策の方向性

「あんしんして暮らせるまち」を実現するために、ＤＸ、ＧＸの推進を基軸にしつつ、市政における３つの重点
事項を取り組みの柱に、施策の方向性として３つのまちづくりを推進します。

これにより、利便性、安全性の向上を図り、ＷｅｌｌーBｅｉｎｇ向上へとつなげていくとともに、地域の魅力を
向上させて、世代を超えて「住み続けたいまち」へ進化させていきます。
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Ⅲ 基本的な施策の方向

人にやさしいデジタル化 こどもたちへの投資

誰もが自分らしく活躍できる
まちづくり

環境に優しく快適な
まちづくり

未来志向で持続可能な
まちづくり

あんしんして暮らせるまち目指すまちの姿

施策の方向性

市政における
重点事項

２ 基本的な施策の方向

（２）市政における重点事項・施策の方向性

未来志向の
公共施設マネジメント



Ⅳ 「あんしんして暮らせるまち」の実現に向けた取り組み

１ 基本目標１：未来志向で持続可能なまち
１－１ 基本的方向

１－１ー① 具体的施策
・
・
・

２ 基本目標２：環境に優しく快適なまち
２－１ 基本的方向

２－１ー① 具体的施策
・
・
・

３ 基本目標３：誰もが自分らしく活躍できるまち
３－１ 基本的方向

３－１ー① 具体的施策
・
・
・
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